
1



2



様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  萱野 孝弥

備考 l r内容」編には、収入又は支出の内容を配載する。 (政務活動費0期分受入れ、O月 分事務

所賃借料など)

2「項目」桐には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費蝉 目を購 る。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要 請也陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

◎事務。事務所費)

)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.5,6 5‐ 1 1,724 1 ,724 隋品購入代 ③

5,5.8 5‐3 160 ‐1,884 広報活動駐車場代 ②

5,5。 8 5‐4 320 ‐2,204 広報活動駐車場代 ②

5,5,8 5‐5 66,752 …68,956 5月 分事務所資借料 ⑨

5.5,9 5ぃ6 22,448 ‐91,404 事務所火災保険料 (年間) ③

5.5.9 5‐7 80 ‐91,484 広報活動駐車場代 ②

5.5.10 5‐8 160 中91,644 広報活動駐車場代 ⑦

5.5.10 5‐9 160 ‐91,804 広報活動駐車場代 ②

5.5.11 5‐ 10 560 ‐92,364 広報活動駐車場代 ②

5。 5.12 5■ 1 80 ‐92,444 広報活動駐車場代 ⑦

5。 5.13 5‐ 12 440 ‐92,884 文具購入代 ③

5.5。 14 5‐ 13 352 ‐93,236 文具購入代 ③

5.5.14 5‐ 14 1,000 ぃ94,236 ガソリン代 ②
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 B議員氏名 萱野 孝弥

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費O期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費の腱瀧項目を購 る。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請雪陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報B広聴費、③人件費、

③事務 B事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.5.15 5‐ 15 240 ‐94,476 広報活動駐車場代 ⑦

5,5,15 5‐ 16 240 ‐94,716 広報活動駐車場代 ⑦

5.5,15 5‐ 17 240 …94,956 広報活動駐車場代 ②

5.5.17 5‐ 18 240 ‐95,196 広報活動駐車場代 ②

5.5.17 5‐ 19 160 ‐95,356 広報活動駐車場代 ②

5.5,17 5‐20 240 ‐95,596 広報活動駐車場代 ②

5.5,17 5‐21 240 ‐95,836 広報活動駐車場代 ②

5.5,17 5Ⅲ22 160 ‐95,996 広報活動駐車場代 ⑦

5.5,18 5‐23 320 ‐96,316 広報活動駐車場代 ⑦

5.5,18 5‐24 4,310 ・100,626 ガソリン代 ⑦

5.5。 19 5‐25 88,880 ‐189,506 事務所電気分配工事 ③

5。 5,20 5‐26 320 ‐189,826 広報活動駐車場代 ⑦

5,5.22 5‐27 921 ‐190,747 事務所格子代 ③
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 g議員氏名 萱野 孝弥

r)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.5.22 5‐28 2,145 ‐192,892 事務所テーブル代 ③

5,5,24 5‐29 5,025 ‐197,917 事務所デスク代 ③

5.5.24 5‐30 2,145 ‐200,062 事務所ローボー ド代 ③

5.5。27 5‐31 264 中200,326 文具購入代 ③

5,5.31 S‐32 66,752 ‐267,078 6月 分事務所資借料 ③

月計 267,078 -267,078

累計 267,078 ‐267,078

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費0期分受入れ、0月 分事務

所貿借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費蝉 目を贈 る。 (次の番号の記戦でも可)(①調査研究費、②研修費、③醸 諦・陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 J広聴貴、③人件費、

③事務 口事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 日議員氏名  萱野 孝弥

備考 l r内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費O期分受入れ、O月分事務

所質借料など)

2 r項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

櫛 目を耐 る。 (次の番号の配載でも可)(①調査研究費、②研修費、C瞬 請・陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報口広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.6.2 6-1 22,000 ・289,078 事務所エアコン設置工事 ③

5.6.2 6‐2 3,200 ‐292,278 事務所パーテーション ③

5.6.5 6‐4 160 ‐292,438 広報活動駐車場代 ⑦

5.6.5 6‐5 640 ‐293,078 広報活動駐車場代 ⑦

5,6.6 6‐6 80 ‐293,158 広報活動駐車場代 ⑦

5.6.8 6‐7 160 ‐293,318 広報活動駐車場代 ②

5.6.8 6‐8 480 293 ,798 広報活動駐車場代 ⑦

5.6.9 540,000 246)202 F友務活動費5月 6月 受け入れ

5`6.9 6Ⅲ9 80 246,122 広報活動駐車場代 ⑦

5.6。 10 6・ 10 400 245,722 広報活動駐車場代 ⑦

5.6.15 6‐ 11 528 245,194 文具購入代 ③

5。6.17 6‐ 12 400 244,794 広報活動駐車場代 ⑦

5.6.19 6‐ 13 320 244,474 広報活動駐車場代 ②
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 働議員氏名  萱野 孝弥

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動貴O期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

資噛 項目を記職する。 (次の番号の記載でも可)(C胴査研究費、②研修受、③要請B陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成貴、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件貴、

③事務・事務所貴)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,6.23 6・ 14 160 244,314 広報活動駐車場代 ②

5.6.26 6‐ 15 3,602 240,712 5月 分携帯電話代 ③

5.6.27 6‐ 16 2,112 238,600 事務所シュレッダー機代 ③

5.6.28 6‐ 17 6,567 232,033 5月 分事務所電話代 ③

5.6.28 6‐ 18 1,558 230,475 6月 分事務所電気代 ⑨

5.6.29 6‐ 19 66,664 163,811 7月 分事務所質借料 ③

月計 540,000 109,111

累計 540,000 376,189 163,811
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 日議員氏名  萱野 孝弥

備考 l r内容」欄には、収入又は支出の内容を記職する。 (政務活動費O期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2 r項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費蝉 目を言跡 る。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修貴、③要 請 `陳

情活動費、④会議費、⑥資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務 L事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.7.3 7‐ 1 69,184 94,627 事務所エアコン代 ③

5,7.6 7‐2 32,560 62,067 ″月～12月 分ボネクター代 ⑦

5。 7.10 810,000 872,067 政務活動費7月 ～9月 分受け入れ

5.7111 7-3 2,500 869,567 ガソリン代 ⑦

5。 7.14 7‐4 4,293 865,274 ガソリン代 ⑦

5,7.14 7‐ 5 5,390 859,884 5月 分ボネクター代 ②

5,7.11 7‐6 5,544 854,340 5月 ～6月 分事務所ゴミ収集代 ③

5。7.14 7‐7 440 853,900 文具購入代 ③

5,7.19 7‐8 352 853,548 広報活動駐車場代 ⑦

5,7.21 7‐9 80 853,468 広報活動駐車場代 ②

5.7.21 7‐ 10 4,457 849,011 ガソリン代 ②

5,7.21 7‐ 11 349 848,662 文具購入代 ③

5,7.26 7‐ 12 2,945 845,717 7月 分事務所電気代 ③
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 B議員氏名 萱野 孝弥

備考 1『内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費O期分受入れ、O月 分事務

所賃借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

的 目を召醐する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、⑥要諦・陳
情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.7.26 7‐ 13 3,554 842)163 6月 分携帯電話代 ③

5,7.27 7‐ 14 320 841,843 広報活動駐車場代 ⑦

5,7,27 7‐ 15 4,248 837,595 ガソリン代 ②

5,7.30 7‐ 16 14,833 822,762 7月 分事務所電話代 ③

5.7.31 7‐ 17 66,840 755,922 8月分事務所質借料 ③

月経 810,000 217,889

累計 1,350,000 594,078 75S,922
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 萱野 孝弥

年月日
整

理

番

弓,

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,8,4 8‐ 1 2,939 752,983 7月分事務所ゴミ収集 ⑨

5・ 8.4 8‐2 360 752,623 広報活動駐車場代 ⑦

5,8.8 8‐3 480 752,143 広報活動駐車場代 ⑫

St8.11 8‐4 160 751,983 広報活動駐車場代 ⑦

5,8,14 8‐ 5 11,000 740,983 名刺デザイン代 ⑦

5.8,18 8‐6 10,694 730,289 名刺作成代 ②

S,8。 18 8‐7 3,904 726ぅ 385 ガソリン代 ⑦

5.8.22 8‐ 8 160 726)225 広報活動駐車場代 ⑦

548.23 8‐9 7,024 719,201 B月 分事務所電服代 ⑨

S.8.25 8‐ 10 4,329 714,872 ホームページ ドメイン代 ⑦

5,8,26 8‐ 11 320 714,552 広報活動駐車場代 ⑦

5.8,28 8‐ 12 6,487 708,065 7月 分携帯電話代 ⑨

5.8.30 8‐ 13 66,664 641,401 )月 分事務所賃借料 ③

備考 1『内容J欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費0期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2 r項目」欄には、堺市議会政務活動貴の変付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費呻 目を― る。 (次の番号の記載でも可)(①明査研究費、②研修費、③要 請 け陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成受、⑥資料購入費、②広報 B広臨費、③人件費、

③事務 碍事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 口議員氏名  萱野 孝弥

備考 1「内容」編には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費O期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費蝉 目を記蹴する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要 請・陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

月計 114,521

累計 1,350,000 708,599 641,401
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 日議員氏名  萱野 孝弥

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費O期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動貴の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費蝉 目を言跡 る。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修受、③要請E陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報a広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所資)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.9,6 9‐ 1 176 641,225 広報活動駐車場代 ⑦

5,9.7 9‐2 160 641,065 広報活動駐車場代 ⑦

5,9.8 9‐3 320 640,745 広報活動駐車場代 ②

5,9.14 9-4 4,483 636,262 )月 分事務所電気代 ③

5,9.14 9‐ 5 2,939 633,323 B月 分事務所ゴミ収集代 ⑨

5,9。 18 9‐6 4,617 628,706 ガソリン代 ⑦

5。 9,21 9‐7 6,911 621,795 )月 分事務所電話代 ③

5.9.21 9‐ 8 3,035 618,760 B月 分事務所電気代 ③

5,9,22 9‐9 160 618,600 広報活動駐車場代 ②

5,9.26 9‐ 10 3,691 614,909 8月 分携帯電話代 ③

月計 26,492

累計 1,350,000 735,091 614,909
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様武第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  萱野 孝弥

備考 1『内容』欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費0期分員入れ、O月分事務

所負借料など)

2「項目J欄には～堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

蜘 目を耐 る。 (次の番号の記載でも可)(①棚査研究費、②研修費、③要賄・陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費～⑥資料購入費、⑦広報・広聴貴、③人件費、

③事務,事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,10.2 10‐ 1 66,664 548解 5 10月 分事務所貿借料 ③

5,10,4 10"2 320 547,925 広報活動駐車場代 ⑦

5,10.10 810,000 1,35■925 政務活動費10月 ～12月 分

受け入れ

5.10.10 10‐3 4,816 1,353,109 ガソリン代 ⑦

5,10,12 10‐4 420 1,352,689 旅費 ①

5。 10.12 10‐5 290 1,352,399 旅費 ①

δ.10.12 10・6 210 1,352,189 旅費 ①

5.10,12 10‐7 210 1,351,979 旅費 ①

S,10.13 10‐8 290 1,351,689 旅負 ①

5.10.13 10‐9 420 1,351,269 旅費 ①

5。 10,13 10‐ 10 785 1,350,484 旅費 ①

5,10。 13 10‐ 11 2,948 1,347,536 ,月 分事務所ゴミ収集 ③

5,10。 16 10‐ 12 160 1,347,376 広報活動駐車場代 ⑦
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 D議員氏名 萱野 学弥

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を召己載する。 (政務活動費0期分受入れ、O月分事務

所賃借料など)

2「項目」襴には、堺市議会政務活動貴の交付に関する乗例別表に規定されている政務活 動

角の礎虚唄目を配載する。 (次の番号の記載でも可)(①閉査研究費、②研修費、③要 賄・陳

情活動費、④磯路貴、⑤資料作成貴、⑥資料購入貴、⑦広報・広聴費、③人件貴、

③事務・事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.10.18 10・ 13 80 1,347,296 広報活動駐車場代 ⑦

5.10.20 10‐14 160 1,347,136 広報活動駐車場代 ②

5,10,21 10・15 264 1,346,372 文具購入代 ③

5。 10.23 10‐ 16 4,872 1,342,000 10月 分事務所電気代 ③

5.10.26 10‐ 17 6,918 1,335,082 10月 分事務所電話代 ③

5,10.26 10‐ 18 5,340 1,32男 742 9月 分携帯電話代 ⑨

5,10,26 10ぃ 19 160 1,329,582 広報活動駐車場代 ⑦

5,10,26 10‐20 66,664 1,62,918 n月分事務所賃借料 ③

月経 810,000 161,91

累計 2,160,000 897ゃ 82 1,62,918
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年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.11.3 11-1 160 1,262,758 広報活動駐車場代 ⑦

5,11.7 1卜 2 80 1,262,678 広報活動駐車場代 ⑦

5。 11,9 1卜 3 80 1,262,598 広報活動駐車場代 ⑦

5。 11.10 1卜 4 4,458 1,258,140 ガソリン代 ②

5.1110 1卜 5 29,700 1,228,440 事務所照明代 ③

5.1110 1卜 6 1,000 1,227,440 旅費 ①

5,11.10 1卜 7 3,260 1,224,180 旅費 ①

5,11,10 1卜8 23,850 1,200,330 旅費 ①

5.1110 1卜 9 6,430 1,193,900 旅費 ①

5。 1112 H■ 0 3 854 1,190,046 ガソリン代 ⑦

5,11.14 11‐ 11 480 1,189,566 広報活動駐車場代 ⑦

511.20 11‐ 12 3,036 1,186,530 11月 分事務所電気代 ③

5,11,25 H-13 4,299 1,182,231 ガソリン代 ⑦

様式第 10号 (第 6条関係 ) 会 計 帳 簿

会派の名称 日議員氏名  萱野  孝弥

「内容」欄には、収入又は支出の内容を記戦する。 (政務活動費〇期分受入れ、〇月分事務

所賃借料など)

「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記鏡比でも可)(①調査研究費、②研修費、③要 請・陳

情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費 )

1

2

備 考

15



)

様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 “議員氏名  萱野 奉弥

備考 1『内容J編には、収入叉は支出の内容を記載する。 (政務活動費0期分受入れ、O月分事務

所資借料など)

2 r項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別歳に規定されている政務活 動

螂 目を購 る。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請口陳

情活動貴、④喰機費、③資料作成長、⑥資料購入費、②広報B広聴貴～③人件費、

③事務口事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.11.27 1 1 14 80 1,182,151 広報活動駐車場代 ②

5.11,27 11‐ 15 16,480 1,165,671 ワッポン購入代 ③

5,11.27 ■■6 1,359 1,164,312 事務所電球代 ③

5.11.27 H‐ 17 3,565 1,160,747 10月 分携帯電話代 ⑨

S,11.28 11‐ 18 2,992 1,157,755 10月 分事務所ゴミ収集 ⑨

5.11.28 11■ 9 66,928 1,090,827 12月 分事務所賀借料 ③

S,11.29 11‐20 240 1,090,S87 広報活動駐車場代 ⑦

月計 172,331

累計 2,160,000 1ゃ69,413 1,090,587
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株式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 "議員氏名  萱野 孝弥

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動貴O期分受入れ、O月分事務

所質借料など)

2「項目」欄には、堺市議会政務活動貴の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

蜘 目を記載する。 (次の番号の記載でも可X①闇査研究費、②研修貴、③瞬補颯陳

情活動費、④会議貴、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴貴、③人件費、

③事務"事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,12,7 12‐ 1 6,939 1,083,648 H月 分事務所電話代 ③

5,12.8 12‐2 160 1,083,488 広報活動駐車場代 ⑦

5,12。 10 12‐3 4,370 1,079,118 ガソリン代 ⑦

5.12.11 12‐4 4,300 1,074,818 ガソリン代 ②

5,12.11 12‐5 3,793 1,071,025 名刺作成代 ②

5。 12.11 12‐6 80 1,070,945 広報活動駐車場代 ⑦

5.12.11 12・7 8,080 1,062,865 宿泊費 ①

5,12.15 12‐8 320 1,062,545 広報活動駐車場代 ⑦

5,12.19 12,9 720 ユや61,325 広報活動駐車場代 ⑦

5.12.20 12・ 10 2,913 1,058,912 12月 分事務所電気代 ③

5,12.20 12‐ 11 1,212 1,057,700 文具購入代 ③

5.12.21 12‐ 12 80 1,057,620 広報活動駐車場代 ⑦

5,12,22 12‐13 4,666 1,052,954 ガソリン代 ②

17



(第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称 B議員氏名

備考 1「内容」編には、収入又は支出の内容を記載する。 (政務活動費0期分受入れ、O月分事務

所資借料など)

2「項目J欄には、堺市艤会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活 動

蜘 目を購 る。 (次の番号の記崩でも可X①明査研究費、C研修義、C要 結・陳

情活動費、④磯臓費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報 4広聴費Ⅲ③人件費、

③亭務 E事務所費)

年月日
整

理

番

号

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5.12.24 12‐ 14 352 1,052,602 文具購入代 ③

5,12,26 12‐15 3,631 1,048,971 H月 分携帯電話代 ③

5.12.27 12‐ 16 66,664 982,307 令和6年 1月 分事務所賃借料 ③

5.12,27 12‐ 17 5,584 976,723 H月 日12月 分事務所ゴミ収集 ③

5,12.27 12‐ 18 7,037 969,686 12月 分事務所電話代 ③

5.12.28 12‐ 19 160 969,526 広報活動駐車場代 ⑦

5.12.29 12・20 3,783 965,743 ガソリン代 ⑦

月計 124,844

累計 2,160,000 1,194,257 965,743
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様裁第 10尋 (第6.鶏係→

会 議士 様 鎌

会派の名
:称 歳議員氏名  董野 孝材、

備奪 l r由審還衛Iit気 犠入長燃支螂め肉森を縮議する。 (致務警秘貴0翔分鋒入れ、◇月分事務

聯賃機鶴な―ど)

2 1壌凛ど練持―犠、経南繊会郡電務緒残歳の資雑|=換する崇鶴翔ll叢に規驚されて与ゝる政機潜 動

数
―

霞を紀麟 る手 (猿翰織持参線議でも軒ュ(⑬聴養覇究識,②瞬棒費、9襲 霞費r瞭

管潜鶏費、④磯機後、③資料作滅食～③資料嫌入費ュの感報・広継費 魯ゝ入俸費、
◎事務・事務議機:〉

年月鶏
整

理

機

尋

塩入類 交盗機 盛籟 内容 暇 露 その他

6,■4 lⅢ l 169
'も

う,う患_名
|広報1緒勲壌卓埼代 静

る1子 墳

'

を,2 160 i%S,412a 慮級r埼助韓章場織 紗

6.1,1傘 3iO‐やOC ,.77S・ 42ε 政務潜勘登-1角

～3月 分
憂

.1す

入れ

6tHti: 1導 忠0 与
=7″

豪,34う 虚【犠矯勘織阜鶏倫 犠|

る。1.12 1要 1.484 凛177a,SS9 備轟代 αl

で歩′

',1み

雲lrs 4,19
'I奪

る

'ヽ

640 ガプ1,シ徹 鰺

モⅢⅢl´ |ザ 1,6 触 ◇ ユi76'1400. 広線活動盤尊境役
―

1多

6/R,17 :‐? 2119で, ti=67i芝04 贔織 ◇

る1曽 ,22 4‐患 160 1季も7 拳

61122 露.iO ao ,1766,9軽 | 9

1患11,2= t=10 320 1夕T質,凛4 ◇

筆ti.26 1,ll るるお彿 , 紗

16i-1.26 生,こ, 31016 1お961964 1月1分事務野4徴織 ◇
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様式.第 19号 (捧10祭関係う

険 密チ 軽 難

会液の名格・機負義名 董野 孝,掌ヽ

縮を 指 丁角審と編ri常、森入文t章烹腱め内審を経織する。 (疎構斎鶏繊◇籍分疑入れ、l◇爵分事務

漸費特籍など,

盆 f要要J tttrま、堺常織強歳犠踏騎食命糞付1■議する彙観議套tt線驚きれてとヽる政務活 動

費鋼 a麟露書舘麟
'儀

 (療め番持り鶴議でも爾)(微査母魂食、9暇韓後、9要 驚■燃

韓f彎機費負④残議歳、⑤残料作成機れCl資料鎌入費、9慮韓 ,広韓費t◇入終費、

③導務・事務静費)

年月穏
舞

理

番

髯

収入額 支灘観 機 機 ぬ審 項 爾 その他

・む.4‐ 126 a_1ニ S,716 1-1691,2手4 12月 分犠等電著番織 魯

と,1,2奪 重■4 お,967 4-.奪B4.2患亨 1月 分事務断露緒代 C'

ё.1.2ク ,■ S 4,1,6 と壷80,161 ガソリン織 霊ン

も,1.29‐ 1・ 416 68, II:患79‐476. 除轟代 ひヽ

る.1,こ O 1‐17 立40 I1679,2a6 広犠着勘幾車場代 鰺

角機 810tOOO ,6:50.7

票 計 2i'4000' 1,90,76こ 1‐679,ユ横
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年月理
農

理

警

録

収入機 支出額 残機 内容 硬 轟

6ぢ 2、 7 2～ 1 2.《),2 を,676Ⅲ 244 1鳥 分事務誘ゴミ収!集 ◇

6.2.:葉 食・2 4・ al聯2 t,47,,奪患2 ガソリン織 ?'

で,.2,⊇ る 2導 3.9'T 4・て予て
'マ

,8患

`

t潟 分犠
―
攀竜盤代 9

ё、2,2る 乏要 264 :ょ66T1621 文轟麟
i入

機 移

て〉̀
を
,2患 2Ⅲ争 65,664 亀:も00,9う ? 魯舜分事務断賛惜碧 ◇

S,aォ2患 之‐6 衰
=6(壽

3 :ュ慕9思 1争

`弩

2身分事務新唸気代 ◇

る(2メワ患

'‐

7 6.949 :±59竜 .4と なと民分事務競篭盤代 惨

6.2.2奪 a‐患 登、944 携..く患患卜毒TH 註角分事務研
―
ゴミ収素 e

潟髯孝 て諄F,176慕

累驚章 O,9'O,00(い 1.,a患 1,s2争 1‐F8B手 4〒 と

捺爺第 10号 (第 6祭房縣係夢

会 舞寺 被 簿

会深の君称.・ 雛負疑名 査筆予 孝弥

奪の健

鎌脅 4 '肉審」槻に
'ま

44R入黒fま支機の内審を機線すねゃ く郷〔務潜勲費◇線分受入れ、く)療 分事務

瞬賛織諄単など,

2 '壌 霞淳績無r求寺堺奪議森致議簿鋤舞¢賞骨驚議する祭鶴舜il豪子
=規定されて群ヽる歳務織 動

攀 轟を―
る豊 〔次の書尋め灘載でも耳,(●穏費研究費.罐〕麟篠費ム0襲 誇 '錬

筆r督魏後.0は鎌舞Ⅲ◇資料奪学戒業.◇舞募孝燃入黄、建感奪曇Ⅲ広轍後、◇八件機i

◇事務
―'事務霧費,
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擦式第 10「尋 (癖:§ 粂鶴係)

会 登子 機 鎌

金糠め名帯 '鎌負1氏名  董霧 奪弥

常警 髯 F内審」機lt韓1穣入Xlよ宝謹命薦密を報識する。 観隠艤輸機0翔分l強入れ、◇月分奉森

鵜 雑
=,を '壌穏1編指は、辮 議会政務潜鋤費め交付fi機する粂繊掲鞍隷C親麓|されている数務籍動

要鬱韓途凍麟毒癬 持祥 で奈勢勢尋苺縮韓でヽ 可
'(9嬢

裁鶴裁裁〔―②輯韓嚢.9曖―雛Ⅲ鰊

構憲勘費i繊森負、l⑤費符筆歳韓i⑤錯器購入棄、②広報 広々務機、◇入捧費.

◇事務二事務繊 )

―
年月協|

1幾

理

警
霧

収入標 棄議線 残額 薦密
―

壌 霞 そのイ建

6.8エ 程Ⅲ敬 B,98争 1,98513'4 事務所弗―テン代 ③

.こ tBI募 導邊 基,韓 ,1耕 1,1を

'|

ガ|｀メリノ`終 ②

s,3.,4 ■,| と,8奉― と―ちお|クi靱 F ,角1分事霧霧電慕代 ◇

転3:14 募襲 lる0 舞注ク7,7審―盛機簿鋤織拿鋳機
―

7~

る13,う
―

ia15 4f,711 ,癖ク2171鍮
f

儲 構入代 機

6お,I多 |ユ・4 26葛 手拶72‐ 50手 梵鍵熟入織 Э

61a,17 31守 4:◇00 穂Ⅲ手68,S◇δガプリン代 紗

畜̀
B,1患 要…感 4る、497 :講

“
◆03 磨持縮え織 ③

るJ31η定 轟瀬夢 !筆拇婚心: 1委lS,鶴争〕費分事務籍亀麓織 ◇

|もia.,2 3110 160 義季l→i88.1 藤韓潜動機車場代 ②

―
奉rar雛 と■i11 S,'7

=湊
11辞患6 彦舞擁〉撫紺鷲籍織‐ ◇

:6.ar27 e,12 韓隷 1.4441322 4月1分事1務断貧措料 θ

1奪‐3!27 摩̀ミ ai 2194軽 亀441,4♂議ユ月分事務新静轟:叡条 ③
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警事1第■9号 (籍
-0祭

斑係〕―

会 幹 撮  簿

崇添の名称i雛角織名  歯辮 孝弥

織 1l I白審,親隆儀 収入Xlま党幾分☆審警認載する。 (敢務翻 費O鶏分愛魯
～
10月分事霧

1新費構料金iめ

客 r類種ェ線:=触、螺癬 H期腕醐暇謗衰籍す
=鶴

する崇観謝装rd観驚暮れている殺務造鋤

熱弼牌鱒瑠聴離る。 (茂朝欄卿団雅も幹電期岬聰費、観瀞業 鶴 締‐糠
構潜幾費、⑬強議黄、械 慕様歳義t◇線 韓Ⅲ靱盛観・̀広連費、◇入枠後Ⅲ

③事務・事務薪費)..

等嘉露 襲

壌

警
彗

I敬入機 糞盗機: 舞機 角審 察穏 そ|の子懲

牽お、2, 夢‐1■ 7ォ 171 争IB4i707 喜猫研本線代 鬱

潟掛 1='1'働 ―

熟計 燃
"儀

蟹滑
―

二年
`多

3P'31 lⅢⅢ%,夕O?
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称 。議員氏名 査野 孝弥

1鞠矮苺 萱野 孝弥

査野 孝弥 堺市議会議員事務所

大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁2番13号

TEL  072( 245 )9855

T592コー8335

□自宅兼事務所  四専用事務所 (賃貸借契約先 株式会社 スペースリペア)

□私的使用

B後援会事務所

□政党活動事務所

■兼用の有無― 他用途 との兼用

■ 有 ⇒

□ 無

国会社等 (B尋係団体)

175.45

∬

月額   83,O00         円

(政務活動費充当額 円)66,400 円

80 %

(次のいずれかの説明方法を選択)

日使用面積による  使用面積
■使用時関による   月   150

∬/延べ面積 (だ )

時間のうち  120 時間

維持管理

経費

■電気代・・・  80 %
ロガス代・・・
■その他 ( ゴミ 代

B水道代・・・  80 %
B固 定電話代・・・ 80 %
)・ ・・ 80 %

%

80  %
月額

(政務活動費充当額 円 )

円

【所在地】 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁2番 13号

駐車場

賃借料

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

・駐車場を賃借する場合は、 約書またはそれに代わる の写しを併せて提出すること。
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事業用賃貸借契約書 (事務所 )

貸主   様 (以下「甲」という。)と 借主  萱野 孝弥 様 (以下 r乙」という。)は、以下の内容で頭書に

表示する不動産に関する賃貸借契約を締結した。

頭書(1)目的鞠件の表示

顧書(2)事業内容(具体的に配増すること)

建

物

名 称
マイハウス 階 号室

区画番号 ( )

所在地
(住居表示) 大阪府堺市西区浜寺石津町東 3丁 2番 13号

(登 記 簿) 大阪府堺市西区浜寺石津町東 3丁 760番地 2・ 760番地18

構 造 鉄骨造 /ス レートぶき/1階建 /全 (1)戸

種 類 戸建 新築年月 平成1年 6月

面 積 175,45R4

附 属 施 設 駐車場1区画(No 2)

市議会議員事務所

頭書(3)契約期間

令和5年 5月 1日 から令和7年4月 30日 まで(2年間)

目的物件の引渡 し時期 令和5年5月 1日

頭書(4)資料等

資料
月額 80,000円

(別途消費税相当額 0円 )

共益費
尼額 3,000円

(別途消費税相当額 0円 )

敷金 ネし金

保証金 償却

その他

償却条件

家財保険料
期間年間

0円
附腐施設料

0円

(別途消費税相当額 円)

その他の条件

鍵 No
貸与する鍵

本 数 2本 本 本

資料等の支払時期 翌月分を毎月末日まで

賃料等の

支払方法
盟 振  込

振込先金融機関名:大阪信用金庫 石津支店

預金: 普通

口座番号: 

口座名義人: 株式会社スペースリペア

振込手数料負担者:借主

.事業用賃貸借契約書(事務所)1/10!◎ 公益社団法人全国宅地建物取引業協会違台会'22.05
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賃料等の

支払方法

持  参 持 参 先

日座引落 委託会社名

日座引落手数料負担者 :

S

頭書(5)借主緊急連絡先

頭書(6)貸主及び管理業者

貸主

氏名   

住所  堺市

※賞主と建物の所有者が民なる場合は、次の相も開載すること。

所有者
氏名

頭書(7)乙の債務の担保

頭書(8)更新に関する事項

※甲からの解約

甲は、乙に対して6ヶ 月前に解約を申し入れることにより、本契約を解約することができる。

オ

緊急連絡先

(担当者)

(氏 名)萱野 孝弥

(自  宅)TEL

(勤務先)TEL (会社名・部署名)

(携 帯)TEL 

管 理 業 者 商号又は名称 株式会社スペースリペア

所 在 地 堺市西区浜寺石津町東2丁 10番 25号 TEL  072-241-3265

「賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律」に

よる登録を受けている場合はその番号
国土交通大臣 (  )第 巧

(―社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号 ※(―社)全国賃貸不動産管理業協会の会長である場合に記載

管 理 担 当 者
氏名 (賃貸不動産経営管理士 :登録番号 (  )第    号)

※質貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載

担保の方法

(本契約で採用す

るものにチェッ

クし、その右欄

に所定の事項を

言E載 する)

盟 連帯保証人

氏名  

住所 堺市

極度頼

家質債務保

証業者の提

供する保証

家賃債務保

証業者名

主たる事務

所の所在地

家賃債務保

証業者登録

番号

国土交通大臣 (  )第 巧

事業用賃貸借契約0(事務所)2/10⑥ 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会'22.05
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「
ヨ
ー
ヨ

頭書(9)特約事項

本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主、借主、連帯保証人が署(記)名押印の上、各自 1通を保有する。

令和5年 5月 1日

「
引
ヨ

コ

※質貸物件の占有は建物内(ホール・害席部分・厨房部分の流 し台・冷蔵庫)及び致地内駐車場 (No2)と する。

※原状回復等

1.造作等の許可、原状回復

借主は本物件内への造作物、看板等の設置について貸主の承諾を得て行い、本契約終了時、借主の負担において原状に

復す事(但 し、借主の負担によるエアヨン・照明器具設置・ヨンセツト増設を除く)を承諾 しました。

2.室内クリニンク
゛

借主は本契約が終了し、建物を明け渡す際、室内クリ‐エンク
゛
については借主負担とし、貸主の指定業者へ依頼する事を承諸

しました。

※設備 ,施設

1.設備の買取請求

借主は本物件の内装備品を現況のまま使用し、契約終了後は現況のまま残置して議渡転貸をしないこと、又、借主は

自らの費用で設置した設備等の貿取を貸主に請求することは出来ない事を承諾 しました。

2.修理費負担

既存の備品が使用できなくなつた場合、修理等の費用負担は借」と学ます。

※その他

借主は契約時及び更新時、借家人賠償責任担保特約を含む保険に加入することを承譜しました。

甲・貸 主

氏名   

住所  堺

氏名  萱野 孝弥 L  

乙・借 主

住所  堺市

丙・連帯保証人

氏名   L  

住所  堺市

極度額
円

と2,05 1事業用賃賞借契約書(事務所)3/10:◎公益杜団法人全国宅地建物取引業協会違合会'22.05
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宅
地
建
物
取

愁

主たる事務所

所在地

商号又は名称

代表者の氏名

堺市西区浜寺石津町東2丁10番25号

株式会社スペースリペア

代表取締役 大仲 正輝 ◎

主たる事務所

所在地

商号又は名称

代表者の氏名 ⑩

免辞証番号 大阪府知事 3732号
弟 許証番号 (  )第 号

説
明
を
す
る
宅
地
建
物
取
BI

士

氏    名 南 國雄 氏    名 /
登 録 番 号 大阪第796 登 録 番 号 第    号  /
業務に従事する

事 務 所 名

事務所所在地

TEL

株式会社スペースリペア

堺市西区浜寺石津町東2丁 1

TEと 072‐ 241-3265

業務に従事する

事 務 所 名

事務所所在地

TE
TEL

)

※回 は原則として輿印

※この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。

)

Ⅲ 甚 議 と う 農 う お と ″Ⅲ 羞 華 ル` れ
'ハ

ハ ,← ‐ 口 、‐ i▲ Bう
“

いお hれ 白:4構 ▲ 当 ▲ △ '0う
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アィクトリー開舞株式会社 御中

―
の量 487鶴 8018 VH a

職 糧

療

食

え

露

飲

小

輸

尋エ

１

２

３

４

５

6.章 底

7,サービス

8.′公  共

9.マーケット

10。 その色

― をれ る―
額

① ポ
"報

0コンテナボプクス

の ポ
"袋

 0その他 (   )

‐般廃楽傷清掃管理・ 処理申込書

令和 5年  月  日

清掃・雄 を行う
―

の見取り題

韓

)

申込区分

0新 規〔令和ケ年 f 月 日ヽから嘲 始 〕

② 変 更 〔令和  年  月  日から変更 〕

〔申込者・
―

・送付
― '偶教・

―
籍・その他 ( ,   〕

0追 加 〔平成 年   月  マ日から   智追加  合計  佃  〕

住 所

〒 (592-3385 )

―
植 区浜寺石-3T2を ■3号

名 称

氏 名

―
を監 /巧

″筋ゝ 韓    

申込者 ( 法人の持台いは、氏名覇

“

協 '社名・儀 者路 を翻入し、社印・儀 糧印を押印 )

場所  (申込者のα所と具なる尋合'のみ閉

住 所

〒 ( )

名 称
―

ヽ

号 (   )

―
目 月・火・求・ホく9・ 土

停 考

盛 申 込 嘉 岡 処 理 手 数 料

lヶ月 て ′

“

祖 19'9 (繊〕

1年R ηと偶 二金800 (綱翔

―
の内容

① 生ごみ ④ 本くす 0磯稿

② 紙くす 0れ 離くす

0カ ン・
―

"ト
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参考様式第 4号

出張報告書

令和 5年  11月   14日

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称 ,議員氏      董野 孝弥

出張報告は下記のとお りです。

( ' 1,目   的   福岡市の行政 DX及び戦略的広報、佐賀県産業スマー ト化センターについて

2.期  間 令和 5年 10月 12日 (木)～  令和 5年 10月 13日 (金 )

3.日 程 等

面談者

。福岡市役所

  総務企画局 DX戦略都 データ活用推進課 課長

  総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課 係長

  総務企画局 DX戦略都 DX戦略課 DX戦略係長

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課長

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課 広報第 3係長

  福岡市市長室 広報戦略室広報戦略課 企画係長

  福岡市役所 市長室広報戦略室 広報課長

  福岡市 こども未来局 こども政策部 こども政策課 こども政策課長

  福岡市 こども未来局 こども政策部 こども政策課 企画係長
。佐賀県産業スマー ト化センター

記

4

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等)

① 10月 12日 (木 ) 13:00-15:30 福岡市役所 (福岡県福岡市)

一
② と0月 13日 (金 ) 10100-12:00 14賀県産業スマー ト化センター (佐賀県佐賀市)
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佐賀県産業スマー ト化センター センター長

佐賀県 産業労働部 産業 DX・ スター トアップ総括監

佐賀県 産業労イ動部 産業 DX Eス ター トアップ推進グループ副課長

株式会社佐賀電算センター 公共事業部 システム統括都 インフラビジネス

システム 3グループ サブマネージャー
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5,報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

)

我が堺市では永藤市長が行政のDX化に大きな力を注いでいるが、福岡市では高島市長が就

任直後から現在に至るまでの約 13年間に亘り、同様の方針の基、DX化及び戦略的広報を推進

してきた。堺市の今後の DX化及び戦略的広報の推進の参考とするために福岡市を視察した。ま

た、堺市では更なる税収確保に向け、起業家への実践的な支援が求められている。それらの知

見を得るために、右において大きな成果を出し、メディアでも多くの注目を集めている佐賀県

産業スマー ト化センターを訪問した。

【福岡市役所】

1,DX推進の背景

まず、福岡市が DX化 を推進する背景としては、デジタルで解決できることはデジタルに任せ

ることで、市役所の人的資源を福祉など「人のぬくもり」が必要な分野に再配置することで、

質の高いサービスを提供することにある。つまり、DX化はそのための手段であり、目的ではな

く、子どもから高齢者といつた幅広い層が利用 しやすい環境を整備することに配慮している。

上記目的達成に向け、DXの取組を強力に推進するために、令和 2年 11月 に DX推進課を創

設すると共に、市の職員と民間人材の DXデザイナー (「 2ちゃんねる」閉設者の 氏、

デジタル庁プロダク トマネージャー 氏、株式会社 TRUSTDOCK取 締役の 、株式会社 gaz

代表取締役 CEOの 氏)に よる民間連携のプロジェクトチームを発足している。

2.行政手続きのオンライン化

行政手続きの年間総処理件数に関し、令和4年度は1,020万 件であつたが、そのうち、

940万件 (92,1%)s352万 件 (33,5%)をオンフインで完結できるようにした。

なお、具体的にオンライン化した事例として、下記 (1)～ (6)等が挙げられる。

(1)住民票の写し ,税務証明書の交付申請

住民票の写しや税務証明書等をオンラインで申請できるサービスであり、マイナンバーカー

ドによる本人確認と手数料の支払い (ク レジットカー ド決済)を完了すると、証明書等が自宅

等へ郵送されることから、自宅にいながら完結することができる。

(2)高齢者乗車券の申請

70歳以上の市民を封象に、交通費の一部を助成する事業であり、従来は例年 9月 に区役所

等で申請を窓口にて受け付けていたが、電子申講を可能にした。

(3)水道の使用開始 ,中止の届出

(4)就学援助の継続申請

(5)屋外広告物に関する手続き

(6)リ モー ト窓口

PCやスマー トフォンを持つていない、使いこなせない高齢者等で区役所から遠い地域に住ん

でいる方が、近くの公民館でモニター越しに職員と話しながら手続きや相談ができる仕組みで

ある。令和 4年度の実施場所としては、農業地や離島も含め10か所にのぼる。

相談対象業務としては、高齢者在宅福祉サービスに関する相談、保育施設の利用に関する相
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談、保険料の納付相談 (国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)、 身体障害者手帳や

療育手帳 Aをお持ちの方の有料道路の割引受付などである。

3.RPAの活用推進

令和元年度よりRPA・ AI中OCRを本格導入した結果、年間約 13,270時 間の自動化 (令和3

年度新規導入業務数としては、RPA2 5業務、AI-OCR3 0業務)に成功しており、窓口業務など

の業務に専念する時間を確保でき、市民サービスが向上すると共に、関係法令を確認する時間

を税笙保することが出来るようになったことから、全体的な業務知識の向上に黙がつているとの

こと。

4.アナログ規制の見直し

令和 8年 12月 に国は目視や対面などを義務付けた「アナログ規制」の一掃を掲げ、今後 2

年間で対象約 10000条 項の見直しを完了するとしているが、福岡市では、国に先行して令

和 4年 2月 に条例・規貝1・ 要綱の点検を開始し、同年 6月 に見直し可能な 10の条例 (ア ナロ

グ規制 7項 目に該当する5条例、市内間の引越し等に伴 う住所変更の届出等に関する5条例)

を改正した。これにより、市内間の転居で年間25000件 以上の住所変更届を不要とした。

5,データを活用したプッシュ型行政への取組み

行政手続きのデジタル化 92,1%を 達成した上での次のステージとして、これまでの申請

主義からプンシユ型行政 (市民が利用できるサービス等を行政側から積極的に案内する仕組み)

への転換に向けたチャレンジをしている。事例として、市内転入者へ 3回 目のフクチン接種券

を送付する際に、マイナンバーを利用して本人の同意なしで接種記録を確認できるよう法的整

理をし、約 9万人の転入者に対して、プッシュ型でワクチン摂取券を送付した。

また、福岡市公式ポータルサイ トを通じて、一人ひとりの属性やニーズに合わせた情報をプ

ッシュ型で届けている。なお福岡サポー トの登録者区分としては、①簡易登録者 (約 4, 30
0人)と②マイナンパーカー ド登録者 (市民限定)があり、①に紺しては、「おすすめ情報の

表示」、「窓日混雑状況の表示」を行い、②に対しては右 2つに加え、「プッシュ型の情報提

供」、「図書館デジタル貸出カー ド」、「デジタル身分証」を提供しているとのこと。右につ

いての詳細は下記の通り。

(1)プッシュ型の情報提供

福岡市が提供する子育て・教育、福祉などの支援制度や健康診断等の利用案内について、本

人の同意に基づき、その制度の利用対象となる可能性のある場合 (マイナンパーカー ドに登録

されている年齢と住所を参照)に、個別にプッシユ型でお知らせを受けみることができるサー

ビスで、具体的に受け敗ることができる案内としては、就学援助の案内、第 3子優遇事業の案

内、高齢者乗車券の案内、がん検診の案内、よか ドック (40歳から74歳の国民健康保険被保

険者を対象とした特定健診・特定保険指導制度)の案内、特定保険指導の案内、歯科節目健診の

案内である。このプッシュ型の情報提供のメリットは、サービスの受け取り漏れを防ぐことが

できる点にある。
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(2)図書館デジタル貸出カー ド

従来のプラスチックの貸出カー ドと同様に、図書館サービスが利用可能となる図書館デジタ

ル貸出カー ドサービス。図書館に来館せずに貸出カー ドの付与が可能。電子図書館サービスと

組み合わせることにより、完全オンラインでの利用が可能となる。

(3)デジタル身分証

福岡市動植物園など福岡市施設の年齢割引の適用を受ける際など、従来の運転免許証などに

代わる「身分証」として活用出来るサービス。

(4)おすすめ情報の表示

市民が予め登録した興味関心のあるジャンル (子育て、教育、福祉など)に基づき、福岡市

ホームページなどの新着情報や、おすすめ情報を受け取ることが出来るサービス。

(5)窓日混雑状況の表示

お住まいの区役所窓口の混雑状況を、匿名化された画像でリアルタイムに見ることができる

サービス。市民は、混雑時の来庁を避けることができ、オンライン手続きも利用できる。

6.その他の取り組み

(1)LINEを活用した情報発信

福岡市の令和 5年 10月 時点の推計人口が約 164万人であるのに対し、福岡市 LINE公式

アカウントの友進数は185万人と人口を超える籍異的な記録を達成している。この LINEを

通じて、生活情報、防災情報、家庭ごみの分別検索、ワクチン接種情報を提供している。

(2)キャッシュレス

令和 3年 9月 から窓口で不B用 できるキャンシユレス決済を大幅に拡充している。

(3)オープンデータ

「福岡市オープンデータサイ ト」において、統計情報や施設の位置情報、新型コロナウィル

ス感染症に関する情報など、令和 5年 5月 時点で約430種類のデータを公開している。

7,広報戦略について

福岡市では、幅広い世代に適切な情報を提供するため、 3つの部署を設置 している。なお、

戦略的広報に係る予算規模 としては公衆無線LANの整備事業等も含め、令和 5年度は8775万

3000円 を計上 している。

(1)広報戦略課

効果的な情報発信に関する企画、調整/情報発信に関する全長的マネジメン ト、テ レビや C

M等の活用/新聞、雑誌への広告掲載、SNSでの発信 (Facebook、 Instagram)/シティプロモ

ーンョン等

(2)広報課

毎月 2回の市政だよりの発行/市 HP及び HP作成システムの運用管理、動画配信 (Youtube

での 「福岡チャンネル by Fukuoka city」 /SNSでの発信 (LINE、 Twitter)等

(3)報道課

市長定例会見等の記者発表/報道機関との連絡調整/報道機関からの取材対応等
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8・ 広報戦略に係る具体的な取組

(1)シティープロモーションサイ ト

「Fukuoka Facts」 を運営しており、統計データを用いて福岡市の魅力や特徴等を紹介してい

る。本サイ トがメディアからの取材の呼水となつている。令和 4年度のページビュー数は約 1

6万人 (県内50%、 県外首都圏 26.3%、 関西圏7t6%)と のこと。

(2)広報掲示板

市営地下鉄 35駅 (福岡市内の金ての駅)・ コンビニエンスス トア (ロ ーノン市内 3店舗、

セプンイレプン全店舗)、 市庁舎地下通路掲示板をポスター掲示用として管理している。

(3)デジタルサイネージ

市庁舎 1階・民間施設 (シ ョンピングモール)の街頭ビジョンにて市政情報 (規制やイベン

ト情報)を発信している。例えば、ソフトバンクのPayPayドームに協力してもらい、市の情報

を流してもらつている。

(4)各種 SNS運用上の正夫

① Twitter:事象が発生した際に即時に発信

② Facebook:匿名性が高いので、市の取組やイベントの広報に集中

③ LINE:各所管課で情報内容に沿つて発信する時間を設定している。例えば、子育て情報

の場合は昼の 12時頃。なお、LINEの公式アカウントの登録者数が福岡市の人口を上回

る約 180万人を記録しているが、 LINEヤフーコミュニケーンコンズ福岡と昔から縁が

あり、LINEの厚意により2回の限定のスタンプ配布がきつかけで、 1回 目に約 10万

人、 2回 目に約 100万人登録者数が増えたとのこと。なお、右を除いては、年間約 4

～ 5万人ずつ登録者数が増えている。

【佐賀県産業スマート化センター】
1.整備経緯と運営方法について

佐賀県では2013年 頃からIT産業の振興に着手したが、デジタル技術の発達で飛躍するIT

企業とその恩恵にあずかれない非IT企業の落差が顕在化していた。そのため、後者のデジタル

利活用の推進に新たに着手してきた。

2,運営体制について

佐賀県の産業DX・ スター トアップ推進グループが 11本の事業をアウトノースし、それらに

21の企業が参画している。業務委託期間を短くすることで、常に参画企業の競争性を確保す

ることに繋がつている。

また.産業px・ スター トアンプ推連グループについては、基本的に通常の人事暴動ローテー

ションで、0」Tを中心とした人材育成を実施している。ただし、民間経験者の採用比率が47
都道府県で佐賀県は最も高く、特に佐賀県産業スマー トセンターは職員 10名 のうち、 7名が

民間経験者である。
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

3.佐賀県で起業する魅力の情報発信について

立地コス トが安いのでじっくりと問題に向き合えること、起業家や企業が多くはないので個
別に時間を割いてもらえること、人や企業の距離感が近いので多様なプレイヤーと接点が持
てること等を発信することで潜在的な起業家に佐賀県で起業することの優位性を訴えかけて
いる。

【まとめ】

福岡市では行政DXの ための予算として約 2億 8259万 円 (内訳はノンス トップ行政 (オ
ンライン化とリモー ト窓口):約 1億 7, 289万 円、RPA:約 2, 776万 円、福岡サポー
ト:約 8, 198万 円)を計上 しており、やはりDXを 力強く推進するためには、市長の号令
の下、思い切った初期投資が必要であると感 じた。

アナログ規制の見直しについては、福岡市では、国の法令を破ることはできないので、市の

条例が直接根拠になっており、市単独で見直すことができるものに着手したとのことなの
で、我が堺市でも福岡市と同様の取組みに着手していく必要性を感 じた。

また、リモー ト窓日について、福岡市では堺市と違い、各小学校区に 1つある公民館を所有
(市が建設、管理)し てお り、必要な端末などの環境整備についても福岡市が予算をつけて

いるとのこと。公民館への設備設置に係る初期投資や人的資源の配置に関し、課題はあると
思 うが、我が堺市でも区役所よりも公民館の方が訪れやすいという方も多数いることから、
本事業の導入を検討する価値がある。

広報戦略について、福岡市では各種SNSを それぞれの強みを勘案 して運営しているとのこ
と。例えば、公式LINEを活用 したセグメン ト配信を実施 しているが、発信内容に沿つて、情
報の受け手が目を通 しやすい時間に発信するよう工夫をすることで、市民が関心を抱く情報
をより漏らさぬよう努めている。堺市でもこのようにセグメン ト配信は実施 しているが、発
信時間を工夫するまでには至っていないため、福岡市での取 り組みを参考にすることで、必
要なところに求められる情報を漏れなく提供するようより尽力する必要がある。

また、起業家支援に関して、業務委託期間をあえて短期間とすることで、委託先である企
業に緊張感を持って取 り組んでいただくような工夫が我が堺市でも求められると感 じた。ま
た、佐賀県のように佐賀県内で起業する優位性についてしつかりと分析することで、起業家
を県内に呼び込む工夫についても堺市でもうと度練 り直す必要性を感 じた。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

10-4  10-5  10-6  10-7  10-8  10-9  10-10  11-6  11-7  11-8  11-9  12-7
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